
女
子
大
國
文
 
第
百
四
十
二
号
 
平
成
二
十
年

一
月
三
十
日

『
と
は
ず
が
た
り
』
信
濃
善
光
寺
参
詣
記
事
に
つ
い
て

須

田

亮

子

は
 
じ
 
め
 
に

 
『
と

は
ず

が
た
り
』
巻

四
に
は
正
応

二
年

(
一
二
八
九

)
、
出
家

し
た
主

人
公

二
条
が
京

か
ら
鎌
倉

へ
下
向

し
、
さ
ら
に
信
濃
善
光
寺

(以
下

「善

光
寺
」
)
を
参
詣
す

る
様
子
が
書

か
れ
て
い
る
。
鎌
倉

に
到
着

し
た
主
人
公

二
条

は
善
光
寺

へ
旅
立

つ
予
定

で
あ

っ
た
が
、

「善
光
寺

の
先
達

に

頼

み
た
る
人
」
が
病
床

に
あ

っ
た

の
で

一
旦
は
断
念

し
、
翌
正
応

三
年

(
}
二
九
〇
)

二
月
、
参
詣
を
果
た
す
。
善
光
寺
参
詣

を
果

た
し
た
こ

と

で
、
主
人
公

二
条

の
足
は
鎌
倉

か
ら
京

へ
と
向
け
ら
れ
る
。

 
巻

四
、
五
に
載

る
旅

は
、
作
者

二
条

が
実
際

に
体
験

し
た

こ
と
を
下

に
書

い
た
と
考
え

て
い
る
。
善
光
寺
参
詣
記
事

に

つ
い
て
は
、
実
際

に

参
詣

し

て
い
な

い
の
で
は
な

い
か
と
す

る
説

も
あ

る
が
、
作
者

二
条
が
実
際

に
同
寺

に
参
詣

し
た
か
ら

こ
そ
、
作
品

に
組

み
込
む

こ
と
が

で
き

 
 
 
 
 

 ユ
 

た
と
考

え
た

い
。

 
本
論
文

で
は
ま
ず
、
作
者

二
条
が
善
光
寺

に
実
際

に
参
詣

し
た

こ
と
を
下
地

に
書

い
て

い
る
と
述

べ
る
た
め
に
、

こ
れ
ま
で
詳
細

に
検
討
さ

れ
て
こ
な
か

っ
た
信
濃

国
と
作
者

二
条

の
関
わ
り
に

つ
い
て
考
察

し
、
彼
女
が
同
寺

に
参
詣

で
き

る
環
境

に
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

い
。
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そ

の
上

で
、
彼
女

の
参
詣

し
た
当
時

の
同
寺

に

つ
い
て
も
考
察

し
、
作
品
内

に
お
け
る
そ
の
効
果
を
明
確

に
し
て

い
く
。

 

な
お
作
者

が
作
品
中

で
自
分
自
身
を
ど

の
よ
う

に
表
現

し
て
い
る

の
か
を
見
極
め
る
た
め
に
、
作
品

に
出

て
く
る
二
条
を

作
者

と

し
て
作
品
を
組

み
立

て
て

い
る
二
条
を

「作
者

二
条

」
と
書

い
て
区
別
す

る
。

信
濃
国
と
作
者
二
条
の
関
わ
り

「主

人

公

二
条

」
、

 
 
 

1
 

信
濃

国
と
四
条
家

・
村
上
源
氏

 

信
濃
国
と
作
者

二
条

と

の
関
わ
り
を
探

る
に
あ
た
り
、
信
濃
国

の
役
職

に
母
方

の
四
条
家
と
父
方

の
村
上
源
氏
が
就
任

し
て
い
る
こ
と
を
確

認

し
た

い
。

 

四
条
家

に

つ
い
て
は
隆
房

の
子
息

で
あ

る
隆
衡

が
建
保
元
年

(
一
二

一
三
)

に
は
知
行
国
主
と
な
り

(『
明

月
記
』
建
保

元
年
閏
九
月
十
七

日
条

)
、
そ

の
後

、
隆
仲

が
寛
喜

元
年

(
一
二
二
九
)
ま

で
信
濃
知
行

国
主

で
あ

っ
た

(『
明
月
記
』
寛
喜
元
年
十

二
月
二
八

日
条

)
。

そ
の
兄

弟

に
は
園
城
寺
長
吏

と
な

っ
た
隆
弁
僧

正
が
お
り
、
彼

は
鶴
岡
八
幡
宮
別
当

で
あ

っ
た
文
永
八
年

(
一
二
七

一
)
十
月
十
九
日
、
善
光
寺
堂
供

養

の
た
め
に
導
師

と
し
て
下

っ
て
い
る

(『
鶴
岡
社
務
記
録
』

〈続
史
料
大
成

〉
文
永

八
年
十
月
十
日
条
、
『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
社
務
職
次
第
』

〈群

書
類
従
〉
)
。
以
上

の
よ
う

に
四
条
家

は
特

に
作
者

二
条

の
曽
祖
父

の
世
代

に
信
濃
国
と
関
係

が
深

か

っ
た
よ
う

で
あ
る
。

 
村
上
源
氏

で
は
源
雅
親

が
寛
喜

三
年

(
一
二
三

一
)
に
は
知
行
国
主
と
な

っ
て
お
り

(『
民
経
記
』

〈大
日
本
古
記
録

〉
寛
喜
三
年

四
月
十

四

日
条
)
、
中
院
通
教

が
建
長
七
年

(
一
二
五
五
)
信
濃
介

に

(『
公
卿
補
任
』

〈新
訂
増
補

国
史
大
系
〉
文
永

四
年
)
、
文
応
元
年

(
一
二
六

〇
)

三
月

二
九

日
に
は
中
院

通
頼

が
信
濃
権
守

に

(『
公
卿
補
任
』
文
応
元
年

)
、
堀

川
具
守

が
信
濃
介

に
補
さ

れ
て
い
る

(『
公
卿
補
任
』
文
永

四
年
)
。

さ
ら

に
文
永
九
年

(
一
二
七

二
)

に
は
久
我
通
雄
が
信
濃
権
介

に

(『
公
卿
補
任
』
文
永
十

一
年
)
、
永
仁

二
年

(
一
二
九

四
)
に
は
久
我
長
通

が
信
濃

介
と
な

っ
て
い
る

(『
公
卿
補
任

』
永
仁

五
年

)。
ま
た

『
久
我
家
文
書
』

(国
学
院
大
学
久
我
家
文
書
編
集
委
員
会
編
)

に
は
、

「明
徳

『
と
は
ず
が
た
り
』
信
濃
善
光
寺
参
詣
記
事
に

つ
い
て
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三
年

(
=
二
九

二
)
信
濃
知
行
国
主
右
大
臣
久
我
具
通
」
と

の
記
述

が
見
ら
れ
、
時
代

は
下
が

っ
て

い
る
が
、
信
濃
国
と
久
我
家

と

の
関
係

の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

深
さ
を
示
す
資
料
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
延
文
年

間

(
一
三
五
六

～

=
二
⊥ハ
○
)

の
奥
書

を
有

す
る

『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』

(続
群
書
類
従
)

に
は
、

「久
我
内
大
臣
家
筆
」

「六
条
中
納
言
家
筆
」

の
文
言

が
見
ら
れ
、
村
上
源
氏

が
そ

の
作
成

に
携

わ

っ
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
お
り
、

こ

こ
で
も
信
濃

国
と
村
上
源
氏

と

の
関
係

を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き

る
。

 
 
 

2
 

信
濃
国

と
果
圓

(平
頼
綱
)

作
品

の
中

で
主
人
公

二
条

が
接

し
た
人
物

と

の
関
連

か
ら
、
信
濃

国
と
作
者

二
条

と

の
関
係

に

つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
す

る
。
先

に
掲
げ

た

『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』

(続
群
書
類
従
)
に
は
次

の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
な

お
、
括
弧
内

は
本
文

の
割
注

で
あ
る
。

 
 
正
応

の
比
。
当

国
御
家
人
小
諸
太
郎

と
云
物

。
当
社

頭
役

の
時
。
下
部
下
女
隣
国
上
州

に
越

て
朝

の
市

を
す
ぎ
け
る
に
。
関
東

の
執
権
貞

 
 
時

朝
臣

の
管
領

し
た

る
果

圓

(平
左
衛
門
入
道
と
号
す
。
当
国
守
護
代

)
従
人
等
。
牛

を
飼

て
下
女

に
お
ひ
か
け
た

り
け

る
程

に
。

口

 
 
論

を
仕
出

し

て
。
打
榔

刃
傷

に
及
び
け

る
が
。
権
勢

に
ほ
こ
り
て
。
頓

て
彼
下
人

を
諌

せ
ん
と
す

る
所

に
。
忽

眼
暗

な
り

て
。
犯
人

の

 
 
首

を
打

は
つ
す
事

両
度

な
り
。
剰
太

刀
を
土

に
打
ち
立

て
三

つ
に
折
た

り
。
実

に
本
地
千
手
観
音

に
て
お
は
し
ま

せ
ば
。
尋
段
々
壊

の

 
 
御

誓
も
思
合

て
貴

し
。

 
正
応
年
間

に
執
権
北
条
時
宗

・
貞
時

の
内
管
領

で
あ

っ
た
果
圓

(平
頼
綱
)

の

「従
人
」
ら
が
上
野
国
に
お

い
て
信
濃

国
御
家

人
小
諸
太
郎

と

口
論

に
な

り
、
さ
ら
に
斬

り
か
か
ろ
う
と

し
た
時
、
太
郎

に
千
手
観
音

の
加
護
が
あ
り
、
斬

り

つ
け
る
こ
と
が

で
き
な
か

っ
た
と

い
う
話

で

あ
る
。

果
園

(平
頼
綱

)

は
北
条
貞
時
執
権
就
任

以
後
、
内
管

領
と
な

つ
た
人
物

で
あ
る
。

そ

の
専
制

ぶ
り
は

『
実
躬
卿

記
』
『
保
暦
間
記
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ヨ
 

な
ど

で
知

る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
当
該
記
事

の
後

に
は
、
鎌
倉

に
お
け
る
裁
断

の
折

の
神
威

を
も
恐

れ
ぬ
果
圓

の
様

子
が
記
さ

れ
て
お
り
、

そ

の
驕
慢

な
態
度

を
読

み
取

る
こ
と
も
で
き

る
。
注
目

し
た

い
の
は
果
圓
が
信
濃
国

の
守
護
代

で
あ

っ
た
と

い
う
傍
線
部

で
あ
る
。

こ
の
記
述
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 る 

は
割
注

で
あ

る
た
め
、
後
代

に
差

し
込
ま
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
管
見

の
限
り
当
該
記
事
以
外

で
は
見
出
せ

て
い
な

い
。

こ
の
果
圓

に
主

人
公

二
条

は
鎌
倉

で
会

っ
て
い
た
。

 
 
 

御

方
と

か
や
出

で
た

り
。
地

は
薄
青

に
、
紫

の
濃

き
薄

き
糸

に
て
紅
葉

を
大

き
な

る
木

に
織

り
浮

か
し
た
る
唐

織
物

の
二
衣

に
、
白

 
 

き
裳

を
着

た
り
。

み
め
、

こ
と
が
ら
誇

ら
か
に
、
丈
高
く
大

き
な
り
。

か
く

い
み
じ
と
見

ゆ
る
ほ
ど
に
、
入
道
あ
な

た
よ
り
走

り
来

て
、

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ら 

 
 

袖
短
な

る
白
き
直
垂
姿

に

て
、
馴
れ
が
ほ
に
添

ひ
居
た
り
し
そ
、
や

つ
る
る
心
地

し
は
べ
り
し
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(巻

四
)

 

鎌

倉
到
着

以
後
、
連
絡

を
取

り
合

っ
て
い
た
小

町
殿
か
ら

の
要
請

に
よ
り
、
主

人
公

二
条

は

「入
道

」
(
果
圓

)
の
邸

ペ
赴

く
。

そ
こ
で
、

東

二
条
院

か
ら
入
道

の
奥
方
に
下
賜
さ
れ
た
五
衣

を
調
え
る
こ
と
と
な

る
。
そ

の
邸
内

に
お

い
て
主

人
公

二
条

は
、
大
柄

で
堂
々
と
し
た
御
方

に
寄

り
添

う

「袖
短
な

る
白
き
直
垂
姿
」

の
果
圓
に

つ
い
て
見
劣

り
す

る
印
象
を
受
け

て
い
る
。

ま
た
彼

の
子
息
飯
沼
判
官
資
宗

と
は
、
続
歌

を
通

し
て
親
交
が
あ

っ
た

こ
と
も
記

し
て

い
た
。

 
 

飯

沼

の
新
左
衛
門

は
、
歌
を
も
詠

み
、
数
寄
者

と
い
ふ
名
あ
り
し
ゆ
ゑ

に
や
、
若
林

の
二
郎
左
衛
門
と

い
ふ
者
を
使

に
て
、
た
び
た
び
呼

 
 

び

て
、
続
歌

な
ど
す

べ
き
よ

し
、

ね
ん
ご

ろ
に
中
し
し
か
ば
、

ま
か
り
た
り
し
か
ば
、
思

ひ
し
よ
り
も
情

け
あ
る
さ
ま

に
て
、
た
び
た

 
 

び
寄

り
合

ひ
て
、
連
歌
、
歌

な
ど
詠

み
て
遊

び
は
べ
り

し
ほ
ど

に
、
師
走

に
な
り
て
、
川
越

の
入
道
と
申
す
者

の
跡
な

る
尼

の
、

「武
蔵

 
 

国

に
川

口
と

い
ふ
所

へ
下

る
。
あ
れ
よ
り
年
返

ら
ば
、
善
光
寺

へ
参

る
べ
し
」
と
言

ふ
も
、
便
り
う
れ

し
き
心
地

し
て
、
ま
か
り
し
か
ば
、

 
 

雪
降

り
積

も
り
て
、
分

け
ゆ
く
道
も
見
え
ぬ
に
、
鎌
倉

よ
り
二
日
に
ま
か
り
着
き
ぬ
。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(巻

四
)

 

「飯
沼

の
新
左
衛
門

」
と
は
資
宗

の
こ
と

で
あ

る
。
『
勘
仲
記
』

(増
補
史
料
大
成
)
正
応

二
年

(
一
二
八
九
)
十

月
三
日
条

に

「関
東
飯
沼

平
判
官

(助
宗

)
」

の
名
前
が
見
ら
れ
、

ま
た
同
月
七

日
条

に
あ
る

「飯
沼
判
官
叙
爵

の
後

」
か
ら
、

こ
の
頃
叙
爵

し
て

い
た

こ
と
が
分

か
る
。

そ

の
資
宗

が

「若
林

の
二
郎
左
衛

門
」
を
仲
介
役

に
し
て
、
主
人
公

二
条

を
続
歌

に

「ね
ん
ご

ろ
に
」
誘

っ
て
き
た

の
で
、
彼
女

は
仕
方
な
く

参
加

す

る
。
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『
と
は
ず
が
た
り
』
信
濃
善
光
寺
参
詣
記
事
に

つ
い
て



 
前
述

の
果
圓
や

こ
の
資
宗

に

つ
い
て
の
記
述

に
は
、
主
人
公

二
条

が
彼
ら
を
軽

ん
じ

て
い
る
態
度
が
見

ら
れ

る
。

そ
こ
に
都
人
と

し
て
の
彼

女

の
気
質

を
窺
う

こ
と
も

で
き
る
が
、
当
時

の
鎌
倉

に
お
け
る
権
力
者

た
ち
と

の
親
交
を
不
承
不
承
に
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と
を
読

み
取

る
こ
と
が

で
き

る
。

こ
の
表

現
は
彼
ら

に
世
話

に
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
彼
女

の
立
場
を
示
し
て

い
る
と

い
え

よ
う
。

資
宗

と

の
続
歌
直

後
、

「川
越

の
入
道
と
申
す
者

の
跡

な
る
尼
」
を
頼

っ
て
川

口
に
下

り
、
そ

こ
か
ら
善
光
寺

へ
参
詣
す
る
段
取
り
が

で
き
る

 
 
 
 

  
 

こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
鎌
倉

を
旅
立

っ
て
約
九

ヶ
月
経

っ
た
善
光
寺
参
詣
後

の
鎌
倉
滞
在
記
事
も
、
資
宗
と

の
続
歌

に
な

つ
て
い
る
。
参
詣
前

後

の
記

事
を
資
宗

と

の
続
歌

に
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
作
品

に
は
記

さ
れ
な

い
作
者

二
条

の
実
際

の
旅

に
お
け

る
、
切
れ
る
こ
と

の
な

い
親
交

を
読

み
取
る

こ
と

が
で
き

る
。
善
光
寺
参
詣
前
後

の
鎌
倉

で

の
記
事

は
、
飯
沼
資
宗

の
父
果
圓
が
信
濃
国

の
守
護
代

で
あ

っ
た

こ
と

に
よ

っ
て
、

作
者

二
条

の
善
光
寺
参
詣

が
可
能

に
な

っ
た

こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。

 

以
上

、
四
条
家
、
村
上
源
氏

が
と
も
に
信
濃
国

の
知
行
国
主

、
ま
た
は
信
濃
国

の
国
司

に
就
任

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
作
者

二
条

に
も
少
な

か
ら
ず
信
濃
国
と
関
係
が
あ

っ
た
こ
と
を
述

べ
、
ま
た
、
『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』
が

「果
圓
」

(平
頼
綱
)
を

「当
国
守
護
代
」
と
記

し
て
い
る

こ
と

か
ら
、
主
人
公

二
条

が
鎌
倉

で
知
遇

の
あ

つ
た
頼
綱
父
子

の
関
与

も
考
え
ら
れ
る

こ
と
を
述

べ
た
。
作
者

二
条

の
参
詣
当
時
、
特
別
な
領

地
的

関
係
が
明
確

に
分

か
ら
な
く
と
も
、
彼
女

の
出
自

と
作
品

に
記

さ
れ
た
主
人
公
二
条

の
交
友
関
係

か
ら
、
作
者

二
条

は
信
濃
国

に
縁
故
関

係
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

そ

の
縁
故

関
係
が
あ

っ
た
信
濃

国

の
善
光
寺

に
作
者

二
条
は
参
詣
し

て
お
り
、
そ

の
こ
と
を
下
地
と

し
て
作
品

を
書

い
た
と
考
え

る
。
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二
 
鎌
倉
時
代
の
善
光
寺
参
詣
と
そ
の
信
仰

 

で
は
作
者

二
条

が
参
詣

し
た
当
時

の
善
光
寺

の
様
子

は
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た

の
だ
ろ
う

か
。
治
承
三
年

(
=

七
九
)
三
月

の
炎
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

以
降
、
再
建

の
過
程
を
追

い
な
が
ら
当
時

の
参
詣

の
様
子
、

そ
の
信
仰

に

つ
い
て
考
察

し
て
い
く

こ
と
と
す

る
。



 

延
慶

本

『
平
家
物
語

』

は
治
承

三
年

(
一

一
七
九
)
三
月
廿

四
日

の
炎

上
を
伝

え

て
お
り
、

こ
の
時
が
同
寺
炎

上

の
初
例

で
あ

つ
た
と
す

蕊
・
信
濃
国
知
行
国
主

で
あ

っ
た
源
頼
朝

は
・
文
治

三
年

(
=

八
七
)
七
月

二
七

日
・
信
濃
国
目
代
・

同
国
御
家
人
等

に
対

し
て
善
光
寺

の

再
興
を
命

じ
、
建

久

二
年

(
一
一
九

一
)
十

月
二
二
日
に
は
新
造
さ
れ
た
善
光
寺
金
堂

の
供
養
が
行
わ
れ

て
い
る

(『
吾
妻
鏡
』

〈新
訂
増
補
国

史
大
系
〉
)
。

こ

の
新
造

さ
れ
た
善
光
寺

に
頼
朝

は
参
詣
を
予
定

し
て

い
た
が

(『
吾
妻
鏡
』
建
久
六
年

〈
=

九

五
〉
八
月
二
日
条

)
、
天
候
不

良

の
た
め
延

期
す

る

(『
吾
妻
鏡
』
同
年

八
月

二
一二
日
条
)
。
『
吾
妻
鏡
』

で
は
建
久

七
年

の
記
事

を
欠

く

の
で
頼
朝

が
参
詣

し
た

か
ど
う
か
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

不
明

で
あ

る
が
、
彼

の
参
詣

を
伝

え
る
資
料

は
多

い
。
北
条
政
子
も
参
詣

の
意
志

は
あ

つ
た
も

の
の
、
叶
わ
な
か

つ
た

こ
と
が
『
信
生
法
師
日
記
』

 
 
 
 
 
 

  
 

に
記
さ

れ
て

い
る
。
ま
た
実
際

に
参
詣

は
し
て

い
な
く
て
も
、
北
条
泰
時

は
田
畑

を
不
断
念
仏

の
料
所
と
し
て
信
濃
善
光
寺

に
寄
付

し
て
い
る

し

(『
吾
妻
鏡
』
延
応
元
年

〈
一
二
一二
九
〉
七

月
十

五
日
条
)
、
北
条
時
頼

も
信
濃

国
深

田
郷
を
買

い
、
善
光
寺

に
寄
付

し
て
い
る

(『
吾
妻
鏡
』

弘
長
三
年

〈
一
二
六

三
〉
三
月
十
七

日
条
)
。
頼
朝

の
善
光
寺
信
仰

は
、
比
企
能

員
謙
死

の
後

を
う
け
て
信
濃

国

の
守
護
職

を
務

め
た
北
条
氏

に
引
き
継
が

れ
て

い
く
。

 

ま
た

こ

の
時
期

に
は
、
女
性

が
善
光
寺

を
目
指

し
て
い
る
。
前
述

し
た
北
条
政
子
以
外
に
も
、
虎
御
前
や
千
手
前

の
参
詣
が
知

ら
れ

る
。

 
曽
我

十
郎
祐
成

の
妾
虎
御
前

は
建
久

四
年

(
一
一
九
三
)
六
月
十

八
日
、
十
九
歳

で
亡
夫

の
三
七

日
仏
事

を
箱
根
山
別
当
行
実
坊

で
済
ま

せ

た
後

、
出
家

を
遂
げ

、
善
光
寺

へ
赴

い
て

い
る

(『
吾
妻
鏡
』
)
。
真
名

本

『
曽
我
物
語
』
巻
十

(東
洋
文
庫

)

で
は
出
家

の
後

、
十
郎

と
弟

の

五
郎
時

宗

の
白

骨
を
首

に
か
け
、
善
光
寺

へ
赴

い
て
、
曼
茶
羅
堂
に
収

め
、

そ

の
後
曽
我

に
お

い
て
六
四
才

(仮
名
本

で
は
七
十
才
)

で
大
往

生

を
遂

げ
た
と
す
る
。

四
十
余
年

の
勤
行

に
よ

つ
て
往
生

を
遂
げ
た

こ
と
を

「末
代

な
り
と

い

へ
ど
も
、
女
人
往
生

の
手
本

こ
こ
に
あ
り
。
ま

こ
と

に
貴

か
り
し
事

ど
も
な

り
」
と
讃

え

て
い
る
。

 
千
手
前

は

『
吾
妻
鏡
』

に
よ
る
と

「官
女
」

(元
暦
元
年

〈
=

八

四
〉
四
月
二
十

日
条
)
、

「御
台
所

(北
条
政
子
)

の
御
方

の
女
房
」

(文

治

四
年

〈
一
一
八
八
〉

四
月

二
二
日
条
)

と
さ
れ
、
元
暦
元
年

四
月
二
十

日
、
囚
人

と
な

っ
て
い
た
平
重
衝

を
慰

め
る
役
と

し
て
登
場

し
、
重

 
 
『
と
は
ず
が
た
り
』
信
濃
善
光
寺
参
詣
記
事
に
つ
い
て
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衡

と
別

れ
た
後
、
恋
慕

の
思

い
の
た
め
文
治

四
年

四
月

二
五
日
に
卒
去

す
る
。
し
か
し
覚

一
本

『
平
家
物
語
』
巻
十

「千
手
前
」

(日
本
古
典

文
学
大
系
)

は

「手
こ

し
の
長
者
が
む
す
め
」
と
記

し
て
手
越
宿

の
遊
女

と
し
、
重
衡

の
死
を
聞

い
た
後
、

そ
の
悲

し
み

の
た
め
に
出
家

し
て

善
光
寺

を
参
詣

し
、
彼

の
後
生
菩
提

を
弔

い
、
自
身

も
往
生

を
果

た
す
こ
と
が

で
き
た
と
す

る
。
覚

一
本

に
載

る
こ
の
話

は
虚
構
と
さ
れ
、

そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 こ

こ
に
善
光
寺
聖

の
関
与

が
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
善
光
寺
が
愛
人
と
死
別

し
て
そ

の
往
生

を
祈
念

し
、
女
性
自
身
も
往
生
を
遂
げ

る
こ
と
が

で

き

る
寺

と
し
て
認
識
さ

れ
て

い
た
こ
と
は
言
え
よ
う
。

 
善
光

寺
聖

に
よ
る
女

人
救
済
謳

の
増
補

は

『
善
光
寺
縁
起

』

(続
群
書
類
従
)

に
も
見

ら
れ
る
。
応
安

三
年

(
二
二
七
〇
)
か
ら
応
永

三
四

年

(
一
四
二
七
)

の
間

に
成
立

し
た
と
さ
れ
る

『
善
光
寺
縁
起

』
に
如
是
姫
や
皇
極
女
帝

が
如
来

に
救
済
さ
れ
た
話
が
載

り
、
こ

の
話

は
鎌
倉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ヨ

期

に
付
会

さ
れ
た
も

の
と
考
え

ら
れ

て
い
る
、

『
沙
石
集

』
巻
七

「妄
執

ニ
ョ
リ
テ
女
蛇

ト
成

ル
事
」

(日
本
古
典
文
学
大
系

)
に
は
、
鎌
倉

に

住
む
娘

が
恋

の
病

に
よ

っ
て
死
に
、
そ

の
遺
骨
を
父
母
が
善
光
寺

に
納
め
る
話
も
あ
る
。
近
世

に
は
多

く

の
女
性
グ

ル
ー
プ
が
善
光
寺
参
詣
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ムヨ

し
た
記
録

が
残

っ
て
い
る
が
、

そ

の
興

り
は
鎌
倉
期

に
見
ら
れ
、
女
性
が
女
人
救
済

・
女
人
往
生

を
説

く
善
光
寺

に
憧

れ
る
下
地
が
出
来

て

い

 
ゆ
 

た
。

 
鎌
倉
時
代

は
信
濃
国
知
行

国
主

の
源
頼
朝

に
よ
る
善
光
寺
再
建

を
は
じ
め
と
し
て
、
幕
府
内

で
善
光
寺
が
重

ん
じ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
傾
向

は
頼

朝

の
死
後

も
信
濃

国
守
護
職

に
就

い
た
北
条
氏

に
よ

っ
て
受

け
継

が
れ
て
い
く
。

一
方

で
善
光
寺

の
女
人
信
仰
も
形
作

ら
れ

て
も
お
り
、

女
性

が
往
生

で
き
る
と

い
う
善
光
寺

へ
の
憧

れ
を
作
者

二
条

も
自
然

と
募

ら
せ
て
い

っ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉

に
滞
在

し
て
い
た
作
者

二
条

は
、
善
光
寺

の
影
響
を
多
大

に
受
け

る
環
境

に
身
を
置

い
て
お
り
、

そ

の
影
響

は
作
品

に
も
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

三
 
善
光
寺
参
詣
記
事
の
効
果

は
じ
め
に
述

べ
た
よ
う

に
、
主

人
公

二
条

は
鎌
倉
到
着
後

の
正
応

二
年

(
一
二
八
九
)
三
月
頃
、

「善
光
寺

の
先
達

に
頼

み
た

る
人

」

の
病
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に
よ
り
、
善
光
寺
参
詣
を

一
旦
は
断
念

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
。
参
詣

へ
の
思

い
を
絶
や
さ
ず
持
ち
続
け

て
、

よ
う
や

く
果
た
す

こ
と
が

で
き
た

の
は
、
翌
正
応

三
年

(
一
二
九

〇
)

二
月
で
あ
る
。
善
光
寺
到
着
後

の
記
述

に

「宿
願

の
心
ざ

し
あ
り

て
、

し
ば

し
籠

る
べ
き
よ
し
を

言

ひ

つ

つ
、
帰
さ

に
は
留
ま

り
ぬ
」

と
あ

り
、

こ
の

「宿
願
」
は
主
人
公

二
条

の
念

願

の
参
詣

で
あ

る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
主
人
公

二
条

が
鎌
倉
滞
在
中
も
参
詣

の
意
志

を
持
ち
続

け

る
こ
と
が
で
き
た
と
す

る
記
述

は
、
前
述

し
た
よ
う
な
当
時

の
鎌
倉

に
お
け
る
同
寺
参
詣

の
盛
況

ぶ
り
が
、
作
者

二
条

に
よ

つ
て
投
影
さ
れ
た
結
果

で
あ
ろ
う
。

 
 
 

所

の
さ
ま

は
、
眺
望
な

ど
は
な
け
れ
ど
も
、
生
身

の
如
来

と
聞

き
ま
ゐ
ら
す
れ
ば
、
頼
も

し
く

お
ぼ
え

て
、
百
万
遍

の
念
仏
な

ど
申

 
 

し

て
明
か
し
暮
す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(巻

四
)

 

主
人
公

二
条

に
と

っ
て
善
光
寺
参
詣

の
目
的

は
、
右

の
記
述

か
ら

「生
身

の
如
来

」
で
あ

つ
た

こ
と
が
分

か
る
。

「所

の
さ

ま
は
、
眺
望
な

ど

は
な
け
れ
ど
も
」

の
記
述

は
単

に
実
景

を
言

つ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
女

の
目
的
が
周
囲

の
風
景
が
目
に
入
ら
な

い
ほ
ど
に

「生
身

の
如

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ま

来
」
、

た
だ

一
点

に
向

け
ら
れ

て

い
た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
善
光
寺
本
尊

の

一
光

三
尊
阿
弥
陀
如
来
像

は
欽
明
天
皇
十

三
年
、
百
済
聖
明
王

か
ら
贈

ら
れ
た
本
朝
最
初

の
霊
像

で
あ

る
。
阿
弥
陀
如
来
像

が
実
際

に
生

き
て

い
る
と

い
う
意
味

で
生
身
如
来

と
称
さ
れ
た
。
そ

の
文
献
上

の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

初
例

は

『
水
鏡
』

(新
訂
増
補
国
史
大
系

)
欽
明
天
皇
条
と
さ
れ
る
が
、
如
来
が
実
際

に
生
き

て
い
る
と

い
う
記
述

は
、
覚

一
本

『
平
家
物
語
』

(日
本
古

典
文
学
大
系

)
に
見
ら

れ
る
。

 
 

信
濃

国

の
住

人

お
う

み
の
本
太
善
光
と
云
者
、
都

へ
の
ぼ

り
た

り
け

る
が
、
彼
如
来
に
逢
奉

り
た
り
け

る
に
、
や
が
て
い
ざ
な

ひ
ま

い
ら

 
 

せ

て
、
ひ
る
は
善
光
、
如
来

を
を

い
奉

り
、
夜

は
善
光
、
如
来

に
お

は
れ
た
て
ま

っ
て
、
信
濃
国

へ
下
り
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(巻

二
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 む

 

都

か
ら
信
濃
国

へ
の
道
中

、
昼

は
本
多
善
光

が
如
来
を
背
負

っ
て
歩

き
、
夜

は
如
来
が
善
光
を
背
負

っ
て
歩

い
て
い
る
。
生
身
如
来

の
話

は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

広

く
普

及

し
、
善
光
寺
信
仰

の
中
心
を
な

し
て
お
り
、
祈
念
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
現
世
利
益
が
得
ら
れ

る
と
信

じ
ら
れ
て
き
た
。
主
人
公

二
条

は
か

つ
て
父
雅
忠

の
後
生

が
極
楽

で
あ

る
よ
う
祈
誓

し
た
折
、
八
幡
神

か
ら

「今
生

の
果
報

に
代

ゆ
る
」
と

い
う
託
宣
を
受

け
て
お
り
、
現
世

『
と
は
ず
が
た
り
』
信
濃
善
光
寺
参
詣
記
事
に

つ
い
て
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に
お
け
る
望

み
を
絶
た
れ

て
い
た
。

そ
の
彼
女

が
生
身
如
来
を
目
指

す

こ
と

は
筋

が
通

っ
て

い
る
。

 

こ
の
後
、
主
人
公

二
条

は
武
蔵
野

か
ら
鎌
倉

に
戻

り
、
さ
ら

に
帰
京

し
て
後
深
草
院

と
再
会

す
る

こ
と
に
な

る
。
巻

四
冒
頭
か
ら
川
口
で

の

越
年

ま

で
主
人
公

二
条

は
紀
行
文

の
類
型
的
表
現

と
も
と
れ
る
が
、
何
か
に

つ
け
京

で
の
宮
廷
生
活

に
思

い
を
馳

せ
て

い
た
。

し
か
し
、
善
光

寺
参
詣

記
事

以
後
、
石
清
水

八
幡
宮

で
の
後
深
草
院
と

の
再
会
ま

で
宮
廷
生
活

を
懐

か
し
む
記
述

は
見
当
た
ら
な

い
。
主
人
公

二
条

に
と

っ
て

過
去

の
宮
廷
生
活

(主

に
後
深
草
院
)
は
追
懐

す
べ
き

こ
と
が
ら

で
は
な
く
、
現
実

に
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
と

し
て
捉

え
直

さ
れ

て

い
る
。

そ
れ
故

に
主
人
公

二
条

は
、
石
清
水
八
幡
宮
、
伏
見
御
所

で
後
深
草
院

と
再
会

す

る
こ
と
が

で
き
た

の
で
あ

る
。
善
光
寺

に
参
詣

し
、

生
身

如
来

に
祈

願
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
過
去

と
正
面

か
ら
向
き
合

い
、
宮
廷
に
立
ち
返

る
将
来

へ
向
け

て
の
前
向

き
な
精
神
を
獲
得

し
た
と

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 む 

読

み
解
く

こ
と
が
で
き
る
。
信
濃

善
光
寺
参
詣

記
事

を
境

に
し
た
主
人
公
二
条

の
精
神
的

な
変
化

は
、
作
者

二
条
が
実
際

に
参
詣

を
果
た

し
、

現
世
利
益
と
女

人
救
済
、
女
人
往
生

を
実
感

し
た
か
ら

こ
そ
、
そ

の
作
品
内

で

の
効
果
を
明
確

に
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
考

え
る
。

お
 
わ
 
り
 
に

 
『
と

は
ず
が

た
り
』

の
広
範
囲

に
及
ぶ
旅

は
作
者

二
条

の
実
際

の
体
験

を
下
地

に
し
た
記
述

で
あ

る
と
考

え
て

い
る
。
善
光
寺

に

つ
い
て
も

信
濃
国

と
作
者

二
条

の
縁
故
関
係
、
交
友
関
係
を
中
心

に
考
察

し
た
結
果
、
そ

の
可
能
性

が
高

い
こ
と
が
言
え
る
。

 
縁
故
関
係

に

つ
い
て
は
信
濃
国

の
知
行
国
主
を
務

め
た
作
者

二
条

の
母
方

の
四
条
家
、
国
司
を
務

め
た
父
方

の
村
上
源
氏

は
信
濃
国
と
深

い

つ
な
が
り
が
あ

つ
た
と
見

ら
れ
る
。
中

で
も
後

に
久
我
家
が
信
濃
国

の
知
行
国
主
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
以
前

の
関
係

を
も
推
測
さ

せ

る
。

 
交
友

関
係

に

つ
い
て
は

『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』
に

「果
圓
」
(平
頼
綱
)
が

「当
国
守
護
代
」
で
あ

っ
た
と
記

し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
。

鎌
倉

に
お

い
て
そ

の
子
息
飯
沼
判
官
資
宗
と
親
交

の
あ

つ
た
作
者

二
条
が
影
響
を
受

け
て
、
そ

の
庇
護

の
下
、
信
濃
国

へ
赴

い
た
と
も
言
え

よ
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う
。

そ
れ

は
作
品
と

し
て
記
す
際

に
善
光
寺
参
詣

の
前
後

の
記
事

を
資
宗

と
の
続
歌
と

し
た

こ
と
に
も

つ
な
が

る
。

つ
ま
り
、
作
者

二
条

に
は

信
濃
国

へ
旅
立

て
る
条
件

が
彼
女

の
縁
故
関
係
と
交
友
関
係

か
ら
確
認

で
き
る
の
で
あ

る
。

 

作
者

二
条
が
信
濃
善
光
寺

に
実
際

に
参
詣

し
た
と

い
う

こ
と
を
前
提

に
考
え

る
と
、
次

に
問
題
に
な

る
の
は
そ
の
彼
女
が
信
濃
善
光
寺
参
詣

を
作
品

に
組

み
込
ん
だ
理
由

で
あ
る
。
善
光
寺
参
詣

と
そ
の
信
仰

は
鎌
倉

に
お
い
て
、
そ

の
場
所
柄
、
盛

り
上
が
り
を
見
せ

て
い
た
。
特

に
中

世
以
降

は
、
女
性

の
参
詣

が
特
徴
的

で
あ

つ
た
。
女

人
救
済

・
女

人
往
生
を
説

く
善
光
寺

は
、
女
性

の
憧

れ
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
生

身
如

来
と

し
て
現
世
利
益
を
約
束

す

る
同
寺

は
、
現
世

に
お
け
る
望

み
が
絶
た
れ
た
主
人
公

二
条

に
と

っ
て
魅
力
的
な
場
所

で
あ

っ
た
。
主
人

公

二
条

は
善
光
寺

に
参
詣
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
強

く
前
向

き
な
気
持
ち
を
持

つ
こ
と
が

で
き
た
。

こ
れ
は
実
際

に
作
者

二
条
が
善
光
寺

に
感

化
さ
れ
た
結
果

で
あ

る
。

 

以
上
述

べ
て
き
た
よ
う

に
、
作
者

二
条

は
現
世
利
益
と
女
人
救
済

・
女
人
往
生
を
説

く
善
光
寺

を
実
際

に
参
詣

し
、

そ
の
こ
と
を
下
地

に
し

て
主

人
公

二
条

の
善
光
寺
参
詣

の
様
子
を
書

い
て
い
る
と
考

え
る
。
作
品

に
善
光
寺
参
詣

を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ

っ
て
主
人
公

二
条

は
自
信
を

得

て
、

こ

の
後
、
京

に
戻

る
こ
と
が

で
き
、
後
深
草
院
と

の
再
会

を
も
果

た
す
と
が

で
き
る
よ
う

に
な
る

の
で
あ

る
。
『
と

は
ず

が
た
り
』

に

お
け
る
信
濃
善
光
寺
参
詣

は
、
主
人
公

二
条

の

一
つ
の
転
換
点

と
し
て
効
果
が
あ

っ
た
。
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注

(
1
)
作
者

二
条
が
参
詣

し
た

の
は
川
口
善
光

寺

で
あ
る
と

い
う
説
が
あ
る
。
小

口
倫
司
氏

「二
条

の
善
光
寺
参
詣

つ
い
て
」

(『
駒
沢
国
文
』
第
三
号

 
 

一
九
六

四
年
五
月
)
に
よ

っ
て
出
さ
れ
た
後
、
冨
倉
徳
次
郎

『
と
は
ず
が
た
り
』

(筑
摩
書
房
 

一
九
六
六
年
四
月
 
巻

四

「補
注
」)
、
水
原

一

「
「と

 
 

は
ず
が
た
り
」
を
読
む
1
追
憶
と
そ

の
形
象
、
及
び
想
念

の
屈
折
に

つ
い
て
ー

」
(『
文
学
』
第

三
五
巻
第

一
号
 

一
九
六
七
年

 
月
)
な
ど
に
よ

っ

 
 

て
小

口
論
文
を
ほ
ぼ
受

け
継

ぐ
形

で
述

べ
ら
れ
て
い
く
。
小
口
氏

は
さ
ら
に

「再
び

「善
光
寺
参
詣
に

つ
い
て
」
研
究

の
経
過
と
そ
の
私
見
」
(『
長
野
』

 
 

第
六
四
号
 

一
九
七
五
年
十

一
月
)
、
『
と
は
ず
が
た
り
の
周
辺
』

(銀
河
書
房
 

一
九
八
六
年
三
月
)

の
中

で
善
光
寺
参
詣
を
強
く
否
定

し
て
お
ら
れ

『
と
は
ず
が
た
り
』
信
濃
善
光
寺
参
詣
記
事

に

つ
い
て



 
 

る
。
ま
た
、
鎌
倉

以
遠

の
東
国

へ
の
旅
を
虚
構

で
あ
る
と
す

る
説
も
、
守
屋
省
吾
氏

「
「と
は
ず
が
た
り
」
に
お
け
る
事
実
と
虚
構
」
(『
日
本
文
学
』

 
 

第
十
⊥ハ
号
 

一
九
六
六
年
六
月
)
に
あ

る
。

一
方

で
次
田
香
澄
氏

の

「と
は
ず
が
た
り
構
想
論
」

(『文
学
』

一
九
六
七
年

一
月
)
を
は
じ
め
、
外
村

 
 

久
江

・
外
村
南
都
子
両
氏

の

「早
歌
善
光
寺
修
行
と
参
詣

の
旅

(下
)
」
(『金
澤
文
庫
研
究
』

一
五
七
号
 

一
九
六
九
年
五
月
)
な
ど
で
は
川
口
善
光

 
 

寺
参
詣
説
を
否
定
さ
れ
、
最
近

の
研
究

で
も
ほ
ぼ
信
濃
善
光
寺
参
詣
説

に
傾

い
て
い
る
。
本
論
文
も
信
濃
善
光
寺
参
詣
説

の
立
場
に
立
ち
、

そ
の
論

 
 

を
成
り
立
た
せ
る
よ
う
に
進
め
て
い
く
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,

(
2
)
当
該
資
料

に

つ
い
て
は
夙

に
金
井
清
光
氏
が

「善
光
寺
聖
と
そ
の
語
り
物

」
の
中

で
指
摘
さ
れ

て
い
る

(『時
衆
文
芸
研
究
』
風
間
書
房
 

一
九
六
七

 
 

年
十

一
月
)。
ま
た
小
林
計

一
郎
氏
は
、
信
濃

の
国
衙
が

の
ち
に
久
我
家
領
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
久
我
家
が
信
濃
国
衙
と
関
係
が
深
か

っ
た
こ

 
 

と
を
指
摘
さ
れ
た

(『
善
光
寺
史
研
究
』
第

一
章
 
善
光
寺
略
史
 
五
 
鎌
倉
時
代

の
参
詣
と
女
人
信
仰

〈信
濃
毎
日
新
聞
社
 
二
〇
〇
〇
年
五
月
〉
)。

(3
)
夙
に
指
摘
が
あ
る
が
、
平
頼
綱

の
専
制
ぶ
り
は

『実
躬
卿
記
』

(大
日
本
古
記
録
)
正
応
六
年

(
一
二
九
三
)
四
月
二
六
日
条

の

「諸
人
、
恐
催

の
外

 
 

他
事
無

」
と

い
う
記
述

に
見
ら
れ
る
。
ま
た

『
保
暦
間
記
』

(群
書
類
従
)
に
も
弘
安
八
年

(
一
二
八
五
)
十

一
月
十
七
日
の
霜
月
騒
動
後

に

つ
い
て

 
 

の

「其
後
平
左
衛
門
入
道
頼
綱
法
師

(法
名
果
圓
)
今

ハ
諄
方

モ
無

テ
。

一
人

シ
テ
天
下
ノ
事

ヲ
法
リ
ケ
リ
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

(
4
)
細
川
重
男
氏
は
守
護
代
が
鎌
倉

に
在
住
し
て
い
た
例
と
し
て

『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』

(続
群
書
類
従
)
に
載

る
果
圓
を
あ
げ
、
資
料
を
綜
合

し
た
結
果

 
 

の
系
図
と
し
て
、
平
頼
綱

の
項
目
に

「信
濃
守
護
代
」
を
付
け
加
え
て
お
ら
れ
る

(『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』

「鎌
倉
政
権
要
職
就
任
者
関
係
諸
系

 
 

図
 
長
崎
系
図
②
」

〈吉
川
弘
文
館
 
二
〇
〇
〇
年

一
月
〉
)
。
佐
藤
進

一
氏

は

「当
国
」
を

「上
野
国
」
と
解
釈
し
て
お
ら
れ
る

(『
増
訂
鎌
倉
幕
府

 
 

守
護
制
度

の
研
究
 
諸
国
守
護
沿
革
考
証
編
』
第
三
章
東
山
道
 
上
野

〈東
京
大
学
出
版
会
 

一
九
七

一
年
六
月
〉
)
が
、
本
論
文

で
は
細
川
氏
に
従

い
、

 
 

「信
濃
国
」
と
考
え

て
進
め
る
。

(5
)
本
論
文

で
の

『
と
は
ず
が
た
り
』
本
文

の
引
用
は
す
べ
て
久
保
田
淳
校
注

・
訳

『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
 
と
は
ず
が
た
り
』

(新
編
日
本
古
典
文
学

 
 

全
集
 

一
九
九
九
年
十

二
月
)
に
拠
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,

(
6
)
諸
注

で

「川
越

の
入
道
」
は

『吾
妻
鏡
』
文
永
三
年

(
一
二
六
六
)
七
月
四
日
条

に
見
え
る
河
越

(平
)
遠
江
権
守
経
重

で
は
な

い
か
と
さ
れ

て
い
る
。

 
 

牛
山
佳
幸
氏

は

「鎌
倉

・
南
北
朝
期

の
新
善
光
寺

(上
)
」

(『
寺
院
史
研
究
』
第
六
号
 

二
〇
〇
二
年

一
月
)

の
中

で
、
川

口
善
光
寺

の
檀
那
は
不
明
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で
あ
る
が
、

二
条
を
招

い
た
女
性
が
河
越
経
重

の
後
家

の
尼
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「同
氏
を
川
口
新
善
光
寺

の
外
護
者
と
み
る
こ
と
も
あ

 
 

な
が
ち
否
定

で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
、
河
越
氏
と
川

口
と

の
関
係
を
示
唆
さ
れ
た
。。

(
7
)
善
光
寺
史

に

つ
い
て
は
す
で
に
詳
細
な
先
行
研
究

が
あ
る
。
本
論
文

で
は
特

に
次

に
あ
げ

る
先
行
研
究

に
拠

っ
た
。
小
林
計

一
郎

「善
光
寺
と
女
性

 
 

参
詣
-
長
野
市
箱
清
水
1

」
(『社
会
と
伝
承
』
第
六
巻
第
三
号
 

一
九
六

二
年
十
月
)
、
金
井
清
光

「善
光
寺
聖
と
そ
の
語
り
物
」

(『時
衆
文
芸
研
究
』

 
 

風
間
書
房
 

一
九
六
七
年
十

一
月
)
、
坂
井
衡
平

『
善
光
寺
史
』
下
巻

(東
京
美
術
 

一
九
⊥ハ
九
年
五
月
)
、
小
林
計

一
郎

『
善
光
寺
さ
ん
』

(銀
河
書

 
 

房

 

一
九
七

三
年

三
月
)
、
小
林
計

一
郎

「善
光
寺
縁
起
と
女
性
」

(『長
野
』
第
五
十
号
 

一
九
七

三
年
七
月
)
、
牛
山
佳
幸

「善
光
寺
創
建
と
善
光

 
 

寺
信
仰

の
発
展
」

(『善
光
寺
 
心
と
か
た
ち
』
第

一
法
規
 

一
九
九

一
年

四
月
)、
吉
原
浩
人

「『
善
光
寺
縁
起
』

に
お
け
る
女
人
救
済

の
諸
相

」
(『
国

 
 

文
学
 
解
釈
と
鑑
賞
』
第

五
六
巻
五
号
 

一
九
九

一
年
五
月
)、
小
林
計

一
郎

『善
光
寺
史
研
究
』

(信
濃
毎
日
新
聞
社
 
二
〇
〇
〇
年
五
月
)。

(8
)
延
慶
本

『
平
家
物
語
』
第

二
本
に

「又
去

三
月
廿

四
日
、
信
乃
善
光
寺
炎
上

ノ
由
、
其
聞

ヘ
ア
リ
。

(中
略
)
其
後
推
古
天
皇

ノ
御
宇

二
及
テ
、
信
乃

 
 

国
水
内
郡
、
稚
麻
続
真
人
本
太
善
光
、
是
ヲ
安
置

シ
奉
テ
ヨ
リ
以
降
五
百
八
十
余
歳
、
炎
上

ノ
例
、
是
ゾ
初
ト
聞

ヘ
シ
」

(北
原
保
雄

・小
川
栄

一
編

『延

 
 

慶
本
平
家
物
語
』
本
文
篇
 
上

〈勉
誠
出
版
 

一
九
九
〇
年
六
月
〉
)
と
あ
る
。

(
9
)
『古
今
著
聞
集
』

(巻

二
 
釈
教
第
二
 

六

二

「鎌
倉
右
大
将
善
光
寺
如
来

の
定
印
来
迎
印
を
拝
す
る
事
」)
に

「鎌
倉
右
大
将
上
洛

の
時
、
天
王
寺

へ

 
 

参
せ
ら
れ
た
り
け
る
。

そ
の
時

は
鳥
羽
宮
別
当

に
て
な
ん
お
は
し
け
る
。
御
対
面
あ
り
け
る
に
幕
下
申
さ
れ
け
る
は
、
『頼
朝
が

一
期
に
不
思
議

一
度

 
 

候
き
。
善
光
寺
仏
礼
し
奉

る
事

二
度
也
。
其
内

は
じ
め
は
定
印

に
て
お
は
し
ま
し
き
。
次

の
た
び
は
来
迎

の
印

に
て
お
は
し
ま
し
候
。
す

べ
て
此
仏
、

 
 

昔
よ
り
印
相
さ
だ
ま
り
給
は
ぬ
よ
し
申

つ
た

へ
て
候

へ
ど
、
ま
さ
し
く
謹
を
み
た
て
ま

つ
り
て
候
し
』
と
中
さ
れ
け
り
。
『
彼
幕
下
は
、
た
ゴ
人
に
は

 
 

あ
ら
ざ
り
け
る
』
と
そ
、
宮
仰
せ
ら
れ
け
る
」
と
あ
り
、
頼
朝

の
善
光
寺
参
詣
は
二
度
あ

っ
た
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『相
良
家
文
書
』
『立

 
 

川
寺
年
代
記
』
『
仮
名
年
代
記
』
『
神
皇
正
統
録
』

で
は
、
建
久
八
年

(
一
一
九
七
)
三
月
の
参
詣
を
記

し

(『
信
濃
史
料
』
第
三
巻
 
建
久
八
年
三
月

 
 

二
一二
日
条
)
、
『善
光
寺
縁
起
集
註
』
『善
光
寺
深
秘
録
』
で
は
、
同
年
六
月
二
五
日
に
参
詣
が
あ

っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る

(前
掲
注

(
7
)
坂
井
衡
平

『善

 
 

光
寺
史
』
下
巻

〈東
京
美
術
 

一
九
六
九
年
五
月
〉)
。

(
10
)
『
信
生
法
師
日
記
』

(新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『中
世
日
記
紀
行
集
』
所
収
 

一
九
九

四
年
七
月
)

に
は

「善
光
寺

よ
り
、
ゴ
個

殿

の
御
風
邪

の
御
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光
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に
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い
て



 
 

訪

ひ
に
参
り
て
侍
れ
ば
、

い

つ
し
か
は
か
な
く
な
ら
せ
給

ひ
ぬ
る
に
ぞ
、
有
為
無
常

の
理
り
、

こ
れ
に
驚
く
べ
き
に
あ
ら
ね
ど
、
調

「
と

 
 

仰
せ
ら
れ
し
こ
と
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
ま
ど
ひ
の
涙

一
度
苔

の
挟
を
潤

し
て
、
乾
き
難
し
」
と
あ
り
、
政
子
は
そ

の
莞
去
に
よ
り
善
光
寺
参
詣
が
叶

 
 

わ
な
か

っ
た
と
記
す
。
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
と
、
北
条
政
子
は
嘉
禄
元
年

(
一
二
二
五
)
七
月
十

一
日
に
六
九
歳

で
莞
去

し
て
い
る
。

(
11
)
金
井
清
光

「平
家
物
語

の
義
仲
説
話
と
善
光
寺
聖
」

(『
文
学
』
第
四
五
巻
第
十

一
号
 

一
九
七
七
年
十

一
月
)
。

(
12
)
吉
原
浩
人

「善
光
寺
参

り
ー

『
と
は
ず
が
た
り
』
・
道
行
き

・
参
籠

」
(『
国
文
学
 
解
釈
と
鑑
賞
』
第
七
十
巻
第
五
号
 
二
〇
〇
五
年
五
月
)
。

(
13
)
小
林
計

一
郎

「善
光
寺

と
女
性
参
詣
ー
長
野
市
箱
清
水
ー
」

(『
社
会
と
伝
承
』
第
六
巻
第
三
号
 

一
九
六
二
年
十
月
)
。

(
14
)
牛
山
佳
幸
氏

は

『
と
は
ず
が
た
り
』

の
例
を
あ
げ
、
当
時
善
光
寺
内

に
は
修
行
す
る
尼
た
ち
が
多
数
居
住
し
て
お
り
、
す
で
に
尼
院
が
存
在

し
て
い

 
 

た
可
能
性
を
示
唆
さ
れ

て
い
る

(「善
光
寺
創
建
と
善
光
寺
信
仰

の
発
展
」

〈『善
光
寺
 
心
と
か
た
ち
』
第

一
法
規
 

一
九
九

】
年

四
月
〉
)
。

(
15
)
前
掲
注

(
1
)
小

口
倫
司
氏

の

「二
条

の
善
光
寺
参
詣

つ
い
て
」

(『
駒
沢
国
文
』
第
三
号
 

一
九
六
四
年
五
月
)

で
は
、
作
者

二
条

の
信
濃
善
光
寺

 
 

否
定
説

の
理
由

の

一
つ
に
同
寺

が
鎌
倉
時
代
も
著
名
な
霊
場

で
山
岳
道
場
的
な
面
が
濃
く
、
高
所
に
建

て
ら
れ
た
寺

に
も
関
わ
ら
ず
、
作
品

に

「眺

 
 

望
な
ど
は
な
け
れ
ど
」
と
記

し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ

て
お
ら
れ
る
。
善
光
寺
仁
王
門

一
帯

は
現
在

の
本
堂
が
建

て
ら
れ
た
江
戸
時
代
中
期
ま
で
本
堂

 
 

が
あ

っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
中
世

の
善
光
寺

は
現
在

よ
り
も
南

の
高
所

に
位
置
し
て
い
た
こ
と
は
通
説
に
な

っ
て
い
る
。
『
と
は
ず
が
た
り
』
は
作
者

 
 

二
条

が
巻
五
最
終
記
事

の
徳
治

三
年

(
一
三
〇
八
)
頃
に
作
品
を
ま
と
め
、
あ
る
構
想

の
下
に
執
筆

し
た
も

の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
そ

の
た
め
記

 
 

事

の
取
捨
選
択

は
当
然

の
結
果

で
あ
る
し
、
事
実
を
そ
の
ま
ま
書
く

こ
と
を
主
眼
と
し
た
も

の
で
は
な

い
。
当
該
記
事

に
も
そ
の
態
度
が
見
ら
れ
る

 
 

と
考
え
て
い
る
。

(
16
)
前
掲
注

(7
)
金
井
清
光

『
時
衆
文
芸
研
究
』
「善
光
寺
聖
と
そ
の
語
り
物
」

(風
間
書
房
 

一
九
六
七
年
十

一
月
)。

(
17
)
長
門
本

『平
家
物
語
』
巻
五

で
も
同
様

の
記
述
が
あ
る
。

「善
光
、
如
来
を
、
を
ひ
た
て
ま

っ
り
て
、
夜

は
、
か
た
く
に
た
て
ま
い
ら
せ
て
、
う
ち
ふ
し
て
、

 
 

ね

い
る
か
と
思
た
れ
は
、
如
来
、
善
光
を
、
を
ひ
給

ふ
。
よ
る
ひ
る
く
た
り
給

ひ
け
れ
は
、
程
な
く
下
着
給

ひ
て
」

(麻
原
美
子

・
名
波
弘
彰
編

『長

 
 

門
本
平
家
物
語

の
総
合
研
究
』
第

一
巻
校
注
篇
上

〈勉
誠
出
版
 

一
九
九
九
年

二
月
〉)
。

(
18
)
吉
原
浩
人

「善
光
寺
本
尊
と
生
身
信
仰
」
(別
冊
近
代

の
美
術

『仏
像
を
旅
す
る

「中
央
線
」』
至
文
堂
 

一
九
九
〇
年
六
月
)
に
詳
し
い
。
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(
19
)

吉
原
浩
人
氏
は
善
光
寺

の
旅
を
、
「生
身
如
来
前

の
参
籠
に
よ

っ
て
心

の
対
話
を
行

い
、
現
世
安
穏

・
後
世
菩
提
を
願

い
、
自
身
が
あ
ら
た
め
て
別

の

人
生
を
歩
む
た
め

の
訣
別

の
旅

の

一
環
」
と
さ
れ
た
。
伏
見
御
所

で
法
皇
と
再
会

し
た
二
条
が
自
ら
旅

の
目
的
を
語
り
、
「な
お
も
疑

い
を
持

つ
法
皇

に
、

一
生
不
犯

の
志

を
告
げ

て
、
去

っ
て
い

っ
た
」
こ
と
と
関
連
づ
け
て
お
ら
れ
、
過
去
を
断
ち
切

る
た
め
の
旅
と
解
釈
さ
れ
て
い
る

(前
掲
注

(
12
)
「善

光
寺
参

り
ー

『
と
は
ず
が
た
り
』
・
道
行
き

・
参
籠
」
〈『
国
文
学
 
解
釈
と
鑑
賞
』
第
七
十
巻
第
五
号
 
二
〇
〇
五
年
五
月
〉
)。
本
論
文

と
は
見
解
を

異

に
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(本

学
大

学

院

特

別
研

修

者

)
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